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第8章 環境影響評価方法書についての意見と都市計画決定権者の見解 

8.1 方法書について意見を有する者の意見の概要及びそれに対する都市計画決定権者の見解 

環境影響評価法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第八条に基づく環

境影響評価方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見（方法書縦覧期間中に提出

された意見）の概要と都市計画決定権者の見解を表 8.1-1 に示します。 

 

表8.1-1(1) 方法書について一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者

の見解 

環境 

要素 

一般の環境の保全の見地からの 

意見の概要 
見解 

全般的 

事項 

・本方法書に書かれている予測項目、予測

手法、評価手法は国土交通省令に規定さ

れた一般的な基本指針以上の内容がな

く、予測地点、予測式、予測式中で用い

るパラメーターなどの具体的な情報が

ないため、方法書として不十分だと考え

る。 

 

説明会ではこれら具体的な内容は、

道路計画の路線や構造などが明らかで

ない段階であるため、決めることが出

来ない段階であるとの説明であり、道

路の予測交通量さえ不明であるという

ことであった。一般道路に加え、自動

車専用道路の整備まで整備方針として

決めていながら、交通量の予測さえ把

握していないということは信じられな

いことであるが、それならば、これら

が明らかになった段階で、より詳細な

方法書として準備書作成前に公表し、

関係住民の意見を聴くべきだと考え

る。特に交通量やその車種構成（大型

車、普通車の構成割合)は、影響予測の

基本であり、これらが明らかでない段

階での「方法書」は方法書とは言えな

い。 

・準備書では採用する予測式の名称の他、

予測地点、予測式、予測式中で用いる

パラメータなどの具体的な条件を記載

しました。 

 

 

 

 

・方法書は、計画の検討段階において、

概略の事業計画等から、対象事業の目的

及び内容、対象事業実施区域及びその周

辺の概況の把握、環境影響評価の項目並

びに調査、予測及び評価の手法の選定を

行い、その内容をとりまとめたもので

す。 

・このため、方法書では概略の事業計画

として、概ねの想定される位置として対

象道路事業実施区域や、想定される構

造、周辺道路の混雑状況やネットワーク

形成の観点から車線数等を記載してい

ました。 

・準備書では、インターチェンジの位置

などの詳細な道路構造、周辺地域の

新の社会状況等を踏まえた計画交通量

の推計結果を記載しました。 

・なお、準備書についても縦覧し、説明

会を開催するとともに、準備書に対す

る意見を踏まえ、その後の手続きを進

めてまいります。 
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表8.1-1(2) 方法書について一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者

の見解 

環境 

要素 

一般の環境の保全の見地からの 

意見の概要 
見解 

全般的 

事項 

・千葉県は環境影響評価に関し、独自の技

術指針を持っており、例えば大気汚染や

騒音に関し、数値解析手法や模型実験を

取り入れることや、予測結果をコンター

図により、影響分布を示すなどの方法を

規定して、市町村のごみ焼却場や民間事

業に対しては実施を求めている。しかる

に本件道路の場合についての「方法書」

では、こうした県の技術指針にある予測

手法が取り入れられていない。今回の環

境影響評価は都市計画権者である千葉

県として行うものであるから、国土交通

省令の枠にはまるのではなく、県として

の主体性をもって県の技術指針の内容

を積極的に取り入れるべきである。 

 

・本事業は環境影響評価法の対象事業と

なるため、国土交通省令を基本に調査、

予測、評価の手法を選定していますが、

千葉県環境影響評価条例も参考とし環

境影響評価の項目として水文環境を選

定しました。 

・なお、自動車の走行に係る大気質、騒

音の予測結果のうち、平面予測の結果

及びそのコンター図は、資料編第 2 章

大気質、資料編第 3 章騒音に記載しま

した。 

・本件道路のルートとして想定されている

地域の多くが市街化調整区域であるが、

本件道路の事業化に伴い、区画整理や道

路の新設がなされる可能性が高い。少な

くとも現時点で計画されているこれら

の事業があるならば、それらを考慮した

環境影響評価を行うべきである。 

 

・北千葉道路周辺の土地利用については、

今後沿線市と協議しながら検討を進め

てまいります。 

・また、一般部と交差する都市計画道路

を含め、周辺地域の 新の社会状況等

を踏まえた計画交通量を推計し、環境

への影響について予測及び評価しまし

た。 
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表8.1-1(3) 方法書について一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者

の見解 

環境 

要素 

一般の環境の保全の見地からの 

意見の概要 
見解 

大気 ・PM2.5 を予測評価に加えるべきである。

PM2.5 については「原因が複雑であり、

予測評価の手法が確立されていない」

などとされてきたが、道路周辺での観

測データが蓄積されてきており、少な

くとも本件道路計画地域と類似した

道路の観測データーを収集するなど

し、影響の程度を評価すべきである。

 

・PM2.5 については、現時点で公的機関や

研究機関が定めた一般的とされる予測手

法が確立されていないため、関係する技

術動向の把握に努めるとともに、引続き

周辺の測定局（一般局、自排局）の測定

結果を把握してまいります。 

・外環道路と接続する北千葉ジャンクシ

ョン、その他のインターチェンジ、接

続道路（新設道路を含め）との交差点

周辺のような影響の大きい地域を予

測地点、地域とするとともに、単純な

プルーム、パフモデルによる予測式だ

けでなく、数値解析手法や模型実験に

よる予測を実施すべきである。また予

測結果はコンター図のかたちで平面、

高さによる分布状況を示すべきであ

る。用いた予測手法が既存の類似の道

路の実情を再現できるものであるこ

とを示すべきである。 

 

・予測地点については、沿道の土地利用状

況、計画交通量や道路構造等を勘案した

上で、地域を代表する地点を選定し、

10.1-25 頁及びそれ以降の頁に記載しま

した。 

・予測手法については、道路構造等に応じ

て道路環境影響評価の技術手法などの

新の知見に基づいた予測式を用いてお

り、10.1-17 頁及びそれ以降の頁に記載

しました。 

・また、予測地点や手法は、専門家の助言

等を頂きながら決定しました。 

・なお、自動車の走行に係る大気質、騒音

の予測結果のうち、平面予測の結果及び

そのコンター図は、資料編第 2 章大気質、

資料編第 3 章騒音に記載しました。 

 

・多くの道路周辺では、供用開始後の年

月の経過とともに、汚染物質が蓄積

し、バックグラウンド自体が上昇する

傾向がみられる。こうした事象につい

ても類似道路で知見の収集をし、影響

予測評価に取り入れるべきである。 

・周辺の測定局（一般局、自排局）の経年

変化は 4-6 頁及びそれ以降の頁に示しま

したが、横ばいもしくは減少傾向にある

ため、バッググラウンド濃度が上昇傾向

にあることは確認できませんでした。 

・なお、本環境影響評価においては、道路

環境影響評価の技術手法などの 新の知

見に基づいて予測及び評価しました。 

・本件道路の計画地域は多くが田園地域

で、現状の汚染濃度は低い。このよう

な地域では、大気汚染の影響評価を単

純に「環境基準や県の目標値を、超え

るか、超えないか」で評価するのでは

なく、「現状をどこまで悪化させずに、

維持できる程度と言える影響か」とい

う見地から評価すべきである。 

 

・本環境影響評価においては、10.1-49 頁

及びそれ以降の頁に示すとおり、(1)回避

又は低減に係る評価及び(2)基準又は目

標との整合との整合性に係る評価を実施

しています。 

・評価にあたっては、予測値が整合を図る

べき基準等を超えている箇所において、

環境影響を低減するだけでなく、環境影

響をできる限り回避又は低減を図るため

に、環境保全措置を実施することとして

います。 
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表8.1-1(4) 方法書について一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者

の見解 

環境 

要素 

一般の環境の保全の見地からの 

意見の概要 
見解 

騒音、 

振動、 

水 文 環

境 

 

・大気汚染と同様、ジャンクション、イ

ンターチェンジ、交差点など影響が大

きい地点を予測地点に選ぶこと。数値

解析、模型実験を取り入れ、騒音分布

をコンター図で示すこと。類似道路の

状況を再現できる予測手法を採用す

ること。 

・予測地点については、沿道の土地利用状

況、計画交通量や道路構造等を勘案した

上で、地域を代表する地点を選定し、

10.2-18 頁及びそれ以降の頁に記載しま

した。 

・予測手法については、道路構造等に応じ

て道路環境影響評価の技術手法などの

新の知見に基づいた予測式を用いてお

り、10.2-9 頁及びそれ以降の頁に記載し

ました。 

・また、予測地点や手法は、専門家の助言

等を頂きながら決定しました。 

・なお、自動車の走行に係る大気質、騒音

の予測結果のうち、平面予測の結果及び

そのコンター図は、資料編第 2 章大気質、

資料編第 3 章騒音に記載しました。 

・環境基準にある「幹線道路近傍域の特

例措置」については「住民が窓を閉め

て生活することを強いるもので、正当

性があるとは言えない」として、国道

２号線・広島高裁で明確に否定されて

おり、本件道路における影響評価の基

準として採用すべきではない。 

 

・自動車の走行に係る騒音については、遮

音壁の設置等の環境保全措置を講じるこ

ととし、事業者の実行可能な範囲で回避

又は低減に努めます。 

・あわせて、10.2-61 頁及びそれ以降の頁

に示すとおり、基準又は目標と整合が図

られているかを評価しました。 

・防音壁の設置は騒音の影響に関しては

一定の効果があるものの、周囲の景観

や地域の分断への影響が大きい。した

がって防音壁の高さや構造に関して

は、何通りかの案を設定し、騒音、景

観、地域分断の影響を比較評価すべき

である。 

・環境保全措置については、他の環境要素

への影響も勘案し、選定しました。 

・なお、自動車の走行に係る騒音について

は、予測及び評価の結果より環境保全措

置として遮音壁の設置を講じることと

し、事業者の実行可能な範囲で回避又は

低減に努めます。 

・また、景観については、遮音壁を考慮し、

評価しました。 

・計画路線の大部分が沖積層からなる軟

弱地盤であることから、広い範囲でボ

ーリング調査を実施し、地盤の状況を

把握したうえで、予測評価を行うべき

である。 

 

・水文環境（地下水）において、ボーリン

グ調査を実施し、地盤の状況を把握して

おります。 

・ボーリング調査で得られた各地点におけ

る柱状図は、資料編第 5 章水象に記載し

ました。 

・なお、工事の実施及び供用後の道路の存

在に係る地下水については、予測及び評

価の結果により環境保全措置として復水

工法・通水工法を講じることとし、事業

者の実行可能な範囲で回避又は低減に努

めます。 
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表8.1-1(5) 方法書について一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者

の見解 

環境 

要素 

一般の環境の保全の見地からの 

意見の概要 
都市計画決定権者の見解 

騒音、 

振動、 

水 文 環

境 

・振動の影響評価は従来の 90％除外値な

どではなく、瞬間的な 大値がどの程度

で、それがどのような頻度で生じるかな

どの評価方法を取り入れなければ、住民

が感じる影響被害との整合性がとれな

いと考える。 

・本環境影響評価においては、10.3-30 頁

及びそれ以降の頁に示すとおり、事業者

の実行可能な範囲で回避又は低減が図ら

れているか、また、基準又は目標と整合

が図られているかを評価しました。 

・なお、振動については、工事中及び供用

後とも基準又は目標との整合が図られて

います。 

動物、 

植物 

及び 

生態系 

・自然環境については、いわゆる専門家

だけでなく、自然保護団体など自然環

境に関心が高く、それぞれの地域の植

物、動物、生態系に知識が深い市民の

意見を積極的に聴くべきである。また

貴重種だけでなく、地域を特徴づけて

いる一般的な種の保全の見地から、樹

林、草原、湿地への影響を予測評価す

べきである。 

 

・本環境影響評価においては、関係市が実

施する調査報告書を参考にする他、地域

の状況に精通した専門家や地域で活動す

る方々からのヒアリング内容を参考に、

調査、予測及び評価を実施しました。 

・また、重要な種だけでなく、生態系にお

いては地域を特徴づける注目種・群集の

状況を対象に予測及び評価しました。 

・なお、生態系については、環境保全措置

として移動経路の確保や照明の漏れ出し

抑制等を実施し、事業者の実行可能な範

囲で回避又は低減に努めます。 

・環境影響評価方法書の道路事業実施区

域の位置図によりますと、北千葉道路

は船橋市小室地区において国道 16 号

との交差地点にインターチェンジが

設置されると思われます。交差地点か

ら、東に約 1.5km ほどで、白井市谷田

地区に達します。ここから国道 464 号

線に沿った部分には、千葉ニュータウ

ン事業除外地であった県有地で白井

市と印西市に譲渡された緑地が広が

っています。白井市では、これらの谷

田・清戸地区にあたる旧県有地を「（仮

称）谷田・清戸市民の森」として整備

するために、周辺の地権者の方々と協

議を続けています。旧県有地との近接

部分には湧水も存在しています。現

在、旧県有地は、NPO 団体が市環境課

と連携しながら動植物の調査や管理

を続けています。環境影響評価方法書

4-133 に掲載されている白井市・印西

市の貴重な里地、里山とは、これらの

部分を指していると思います。県にお

かれましても、動植物の希少種の存在

など、その自然度を把握されていると

思います。北千葉道路開通は地域の発

展には欠かせないものと認識してい

ますが、豊かであった県北西部の自然

環境に与える影響をできる限り抑え

る方策をとられるよう、お願い申し上

げます。 

・本環境影響評価においては、既存資料調

査及び現地調査により、調査地域に生息

する動植物の生息・生育状況の把握を行

いました。 

・道路の存在等に係る動植物、生態系への

影響については、環境保全措置として移

動経路の確保や重要な植物種の移植等を

実施し、事業者の実行可能な範囲で回避

又は低減に努めます。 

・なお、「（仮称）谷田・清戸市民の森」周

辺については、本環境影響評価の調査地

域外となります。 
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8.2 方法書について千葉県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解 

環境影響評価法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第十条第一項に

基づく環境影響評価方法書についての千葉県知事の意見と都市計画決定権者の見解を表

8.2-1 に示します。 

 

表8.2-1(1) 方法書について千葉県知事意見と都市計画決定権者の見解 

環境 

要素 

千葉県知事からの 

意見の概要 
都市計画決定権者の見解 

全般的 

事項 

・事業計画の検討に当たっては、本事業

の実施による環境への負荷をできる

限り回避し、又は低減する計画とする

こと。 

・準備書では、方法書以降に決定した詳細

な道路構造等を踏まえ、調査、予測及び

評価を行い、環境保全措置を検討し、事

業者の実行可能な範囲で回避又は低減に

努めることとしました。 

・今後、事業計画の詳細を明らかにし、

環境影響評価項目に係る調査、予測及

び評価の手法等を精査した上で、適切

に環境影響評価を実施すること。 

また、道路位置（ルート）、道路構造

等について、検討の経緯や選定理由を

明らかにすること。 

 

・準備書では、事業計画の詳細を示すとと

もに、道路構造等を踏まえ、適切に調査、

予測及び評価を行いました。 

・また、道路位置（ルート）、道路構造等の

検討の経緯や選定理由については、3-25

頁及びそれ以降の頁に記載しました。 

 

・工事計画について、施工区域、施工工

程等の詳細を明らかにすること。ま

た、資材等運搬車両の経路の検討に当

たっては、周辺の住環境に 大限配慮

すること。 

・工事計画については、3-13 頁及びそれ以

降の頁に記載しました。 

・資材等運搬車両の経路については、住居

等の保全対象に考慮し設定しました。 

・環境影響評価の実施に当たっては、環

境影響評価項目を適切に選定し、 新

の知見を基に、調査、予測及び評価を

定量的に行うとともに、具体的な環境

保全措置の検討を行うこと。 

・評価項目については、事業特性、地域特

性及び方法書への意見も踏まえ選定しま

した。 

・また、道路環境影響評価の技術手法など

の 新の知見に基づき、できる限り定量

的に調査、予測及び評価を行い、一部の

項目では環境保全措置を講じることとし

ました。 

・施工時の建設機械の稼働及び資材等運

搬車両の運行に係る大気質、騒音等の

調査地点、予測地点、予測対象時期等

の選定に当たっては、施工区域、施工

工程等の工事計画を示し、建設機械及

び車両の使用時期や台数等を明らか

にすること。また、調査地点等の選定

理由を示すこと。 

 予測対象時期については、対象事業実

施区域が広範であり、予測地点ごとに

設定すべき時期が異なると想定され

ることから、工事計画を踏まえ、適切

に設定すること。 

 

・施工計画については、施工区域等の工事

計画を検討し、工事用車両の使用時期や

台数等を含め、3-22 頁及びそれ以降の頁

に記載しました。 

・また、施工時の建設機械の稼働及び資材

等運搬車両の運行に係る調査地点等につ

いては、その選定理由を含め 10.1-53 頁

及びそれ以降の頁に記載しました。 

・予測対象時期については、工事計画を踏

まえ 10.1-58 頁及びそれ以降の頁に示し

ました。 
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表8.2-1(2) 方法書について千葉県知事意見と都市計画決定権者の見解 

環境 

要素 

千葉県知事からの 

意見の概要 
都市計画決定権者の見解 

全般的 

事項 

・供用時の自動車の走行等に係る大気

質、騒音等の調査地点、予測地点、予

測対象時期等の選定に当たっては、道

路構造や計画交通量等を明らかにす

ること。 

また、調査地点等の選定理由を示すこ

と。 

・供用時の自動車の走行等に係る調査地点

等の選定については、10.1-2 頁及びそれ

以降の頁に示すとおり道路構造や計画交

通量等を勘案し、保全対象への影響を考

慮して選定しました。 

・また、選定理由についても同頁に記載し

ました。 

 

・計画交通量について、交通量の推計方

法や推計に用いた交通ネットワーク

等の前提条件を具体的に示すこと。 

なお、本事業は、「成田空港等の拠点

への広域高速移動の強化」を目的の一

つとしており、将来の成田空港の拡大

等の影響を大きく受けると想定され

る。ついては、計画交通量の算定に当

たっては、空港拡大等による交通量の

増加等を考慮すること。 

 

・計画交通量については、交通量推計の方

法や推計に用いた交通ネットワーク等の

前提条件を含め、3-6 頁及びそれ以降の

頁に記載しました。 

 

・予測に用いる現況値等については、東

京外かく環状道路等周辺道路の供用

による 新の状況を踏まえ設定する

こと。 

 

・予測に用いる現況値等については、10.1-5

頁及びそれ以降の頁に示すとおり、東京

外かく環状道路等周辺道路の供用による

状況を踏まえ設定しました。 

・本事業の実施により、周辺道路では交

通量が増加し、また交通流も変化する

と想定されることから、周辺道路の現

況について調査した上で、予測及び評

価を行うこと。 

・10.2-1 頁及びそれ以降の頁に示すとお

り、接続する周辺道路の現況を調査した

上で、予測及び評価しました。 

・また、周辺道路の道路ネットワークや交

通量の変化を考慮した上で、調査、予測

及び評価を行いました。 

・対象事業実施区域のうち、鎌ケ谷市か

ら船橋市までの間においては、一般部

4 車線が整備済みであることから、大

気質、騒音等の予測に当たっては、当

該４車線の交通量及び交通流の変化

を適切に反映すること。 

 

・整備済の鎌ケ谷市から船橋市間の一般部

4 車線は、本環境影響評価の対象として

いませんが、整備済み箇所の交通量等の

変化を考慮した上で、調査、予測及び評

価を行いました。 

 

大気質 ・大気質の予測に当たっては、道路構造

（平面、高架、掘割、トンネル坑口、

インターチェンジ等）ごとの影響が適

切に反映できる手法を選定すること。

 

・大気質の予測については、道路環境影響

評価の技術手法に基づき、10.1-17 頁及

びそれ以降の頁に示すとおり、道路構造

毎の影響が反映できる手法により行いま

した。 

 

・PM2.5 について、今後の予測技術の進

展に応じた予測、評価の実施について

検討すること。 

 

・PM2.5 については、現時点で公的機関や

研究機関が定めた一般的とされる予測手

法が確立されていないため、関係する技

術動向の把握に努めるとともに、必要に

応じて適切な対応を講じます。 
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表8.2-1(3) 方法書について千葉県知事意見と都市計画決定権者の見解 

環境 

要素 

千葉県知事からの 

意見の概要 
都市計画決定権者の見解 

騒音、 

振動 

・騒音及び振動の予測に当たっては、道

路構造（平面、高架、掘割、トンネル

坑口、インターチェンジ等）ごとの影

響が適切に反映できる手法を選定す

ること。 

 

・騒音及び振動の予測については、道路環

境影響評価の技術手法に基づき、騒音は

10.2-9 頁及びそれ以降の頁に、振動は

10.3-7 頁及びそれ以降の頁に示すとお

り、道路構造毎の影響が反映できる手法

により行いました。 

 

水質 ・施工時の水の汚れについて、地盤改良

等により周辺水域への影響が想定さ

れる場合は、環境影響評価項目に追加

し、調査、予測及び評価を行うこと。

・現段階では、地盤改良は想定していない

ため評価項目に選定していませんが、今

後の検討において、地盤改良を行うこと

となり、周辺水域への影響が想定される

場合には、環境保全措置を実施し、事業

者の実行可能な範囲で回避又は低減に努

めます。 

 

・供用時の水質について、路面排水、特

にファーストフラッシュによる周辺

水域への影響を検討し、必要に応じて

対策を講じること。 

・供用後における路面排水の影響に関して

は、10.5-18 頁に示すとおり、処理枡等

を適切に設置して路面排水による水質へ

の負荷の低減を図るとともに、路面排水

が直接、手賀沼や印旛沼等に流入しない

よう処理枡等を経由し、河川等に排水す

るように努め、このほか、透水性舗装の

整備なども促していきます。 

・また、処理枡等については適切な維持管

理を実施した上で、路面等の清掃などの

維持管理を行いながら、周辺の公共用水

域への水質の影響の低減に努めます。 

 

水文 

環境 

 

・水文環境に係る地下水の流れ及び水位

について、トンネル等地下構造となる

箇所では、施工方法によって影響が異

なる。ついては、当該箇所での施工方

法を明らかにした上で、調査、予測及

び評価を行うこと。 

・道路構造、工事計画については 3-8 頁及

びそれ以降の頁に記載しました。地下水

等への影響については、道路構造、工事

計画を踏まえ調査、予測及び評価しまし

た。 

・なお、工事の実施及び供用後の道路の存

在に係る地下水については、環境保全措

置として復水工法・通水工法を実施し、

事業者の実行可能な範囲で回避又は低減

に努めます。 

 

動物、 

植物、 

生態系 

・動植物・生態系について、本事業の実

施により、連続した樹林環境等が分

断、縮小されることを踏まえ、調査、

予測及び評価を行い、必要に応じて環

境保全措置を検討すること。 

・調査、予測及び評価にあたっては、専門

家等からの助言をいただきながら、適切

に行いました。 

・なお、道路の存在等に係る動植物、生態

系については、環境保全措置として移動

経路の確保や照明の漏れ出しの抑制等を

実施し、事業者の実行可能な範囲で回避

又は低減に努めます。 
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表8.2-1(4) 方法書について千葉県知事意見と都市計画決定権者の見解 

環境 

要素 

千葉県知事からの 

意見の概要 
都市計画決定権者の見解 

動物、 

植物、 

生態系 

・動植物の調査に当たっては、事業特性

や地域特性を踏まえ、調査地点、調査

ルート、調査頻度やトラップ数等を適

切に設定すること。特に、文献におい

て生息が確認されている重要な動植

物については、適切に調査を行うこ

と。 

 

・関係市が実施した調査報告書を参考にす

るとともに、専門家等の助言をいただき

ながら、重要種に関する 新の知見を反

映した上で、動物については 10.9-1 頁及

びそれ以降の頁に、植物については

10.10-1 頁及びそれ以降の頁に示すとお

り、調査地点等を設定し、調査、予測及

び評価しました。 

 

・生態系について、事業特性や地域特性

を踏まえ、上位性、典型性及び特殊性

の各視点から、注目種及び群集を適切

に選定すること。 

 

・関係市が実施した調査報告書を参考にす

るとともに、専門家等からの助言をいた

だきながら、上位性、典型性及び特殊性

の各視点で注目種及び群集を適切に選定

しました。 

景観 

 

・景観について、高架構造で市街地を通

過することから、多くの人が集まる駅

や公園等、生活者の視点を考慮した眺

望点についても選定すること。 

 

・眺望点については、道路構造を踏まえ、

10.12-18 頁及びそれ以降の頁に示すと

おり、多くの人が集まる駅や公園等、生

活者の視点も考慮した眺望点も選定しま

した。 

人触れ 

 

・人と自然との触れ合いの活動の場につ

いて、活動の場が残されていても、地

域の分断等により人がその場所へ移

動することが困難になる場合も想定

される。ついては、人の動線を考慮す

るなど、利用者の視点を踏まえた調

査、予測及び評価を行うこと。 

 

・人と自然との触れ合いの活動の場につい

ては、10.13-5 頁及びそれ以降の頁に示

すとおり、人の導線等利用性の影響につ

いても調査、予測及び評価しました。 

・なお、道路の存在等に係る人と自然との

触れ合いの活動の場については、環境保

全措置として構造物等のデザイン等の検

討を実施し、事業者の実行可能な範囲で

回避又は低減に努めます。 

廃棄物

等 

 

・廃棄物等について、道路位置、道路構

造、施工方法等により発生量は変わる

と想定される。ついては、施工方法等

を明らかにした上で、伐採木も含めた

発生量の調査、予測及び評価を行うこ

と。 

 

・廃棄物等については、道路位置、道路構

造、施工方法等をもとに、発生する廃棄

物 量 の 算 出 を 行 な い 、 そ の 結 果 を

10.14-3 頁及びそれ以降の頁に記載しま

した。 

・なお、道路位置、道路構造、施工方法等

については、3-3 頁及びそれ以降の頁に

記載しました。 

 

その他 ・それぞれの環境影響評価項目の評価に

ついて、現況と将来を比較するなど、

本事業の実施による環境負荷の程度

を分かりやすく示すこと。 

・環境影響評価項目の評価は、事業者の実

行可能な範囲で回避又は低減されている

かどうかについて評価しました。また、

基準又は目標が設定されている項目につ

いては、当該基準又は目標との整合性に

ついても評価しました。 
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